
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

発行日： 2022年1月20日 　
　

株式会社山田工務店

2021年度 環境経営レポート

　（対象期間：2021年 4月～2021年 12月）



　　　　　　　　　　　　

 

１．環境経営システムを維持し、継続的に改善していきます。

２．環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

３．二酸化炭素排出量の削減を推進します。
　　　　　　　（電力、ガソリン、都市ガス）

４．廃棄物の削減とリサイクルを推進します。

５．水道使用量の削減を推進します。

６．環境に配慮した施工を推進します。

７．本方針を全従業員に周知徹底します。

　　　　制定日：2021年4月1日
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　山田　俊治

環 境 経 営 方 針
　当社は、企業理念である“和衷協力”に基づいて、土木工事、建築工事の各事業分
野において、地球環境の保全のために、定期的に経営に於ける課題とチャンスを明確
にし、環境負荷の一層の低減を図るべく、全社一丸となって、自主的・積極的に環境
への取組を推進します。

Ⅰ．ごあいさつ

　株式会社山田工務店は、昭和１４年の設立以来、土木・建築工事業を通して地域社
会の発展に尽力してまいりました。全従業員が地球環境の保全の重要性を認識し、環
境負荷の低減に努めることにより、美しい国土の維持、人と環境が共存する社会を目
指して取り組んでまいります。
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Ⅱ．組織の概要

（１） 名称及び代表者名
株式会社山田工務店
代表取締役　山田　俊治

（２） 所在地
本　　　社 〒651-0096　兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目1番3号
大阪営業所 〒533-0007　大阪府大阪市東淀川区相川2丁目11番6号

（３） 環境管理責任者及び担当者の氏名と連絡先

責任者 安全環境部長　寺嶋和彦 TEL:078-232-1800

担当者 営業部　佐々木慎一 TEL:078-232-1800

E-Mail：kikaku@yamada-komuten.co.jp

（４） 事業内容

　　許可番号　国土交通大臣（特-29）　第2548号　　許可年月日　平成29年8月31日　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　許可期限　　令和4年8月30日　

（５） 事業の規模
売上高　　　　　
各事業所の規模 　

本社 大阪営業所 合計
22名 4名 26名
200㎡ 30㎡ 230㎡
600㎡ 620㎡ 1220㎡

（６） 事業年度 ４月～翌年３月

Ⅲ．認証・登録の対象範囲

登録組織名： 株式会社山田工務店
対象事業所： 本社

対象外： 大阪営業所　（2024年までに拡大予定）

活動： 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、舗装工事業

水道施設工事業、解体工事業

23億円（2019年度実績）

従業員　　　　　
延べ床面積　　　
敷地面積　　　

土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業、解体工事業
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代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営レポートの承認

・経営における課題とチャンスの明確化

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規制等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・緊急事態対応手順のテスト、訓練の指導及び総括

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規制等取りまとめ表の作成、遵守評価の実施

・環境教育訓練計画の作成と実施の管理

・特定された項目の手順書作成  （緊急事態への対応を含む）

部門長 ・自部門における環境経営システムの実施

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の運用管理

・緊急事態対応手順のテスト、訓練を実施、記録の作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

工事責任者 ・建設現場における環境経営システムの実施

（現場代理人） ・工事担当者及び協力会社員に対する教育訓練の実施

 ・建設現場の環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・緊急事態対応訓練の実施、記録の作成

・建設現場での問題点の発見、是正、予防措置の実施

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

役割・責任・権限

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・環境経営レポートの作成、公開（事務所への備付けと地域事務局への送付）

□環境経営システム組織
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（本社）

（対象範囲外）

建設現場工事責任者
　（環境管理担当）

工事担当

協力会社

環境事務局

代表者

社長

環境管理
責任者

事務部門 工事部 収集運搬部 ○○部 ○○支店



Ⅳ．主な環境負荷の実績

単位
2019年度
基準年度

2021年度

kg-CO2 129,435 39,078

ｋWh 355,773 95,069

L 1,833 1,696

㎥ 2,942 1,570

kg 470,385 706,209

kg 7,707 3,742

kg 462,678 702,467

㎥ 5,064 2,142

kg 0 0

Ⅴ．環境経営目標及びその実績

（１）中期目標

kg-CO2 129,435 128,141 126,847 125,552 124,258

対基準 △１% △２% △３% △４%

kWh 355,773 352,215 348,658 345,100 341,542

kg-CO2 118,828 117,640 116,452 115,263 114,075

対基準 △１% △２% △３% △４%

L 1,833 1,815 1,796 1,778 1,760

kg-CO2 4,253 4,210 4,168 4,125 4,082

対基準 △１% △２% △３% △４%
㎥ 2,942 2,913 2,883 2,854 2,824

kg-CO2 6,355 6,291 6,228 6,164 6,101
対基準 △１% △２% △３% △４%

kg 7,707 7,630 7,553 7,476 7,399

対基準 △１% △２% △３% △４%

適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理

％ 99.78% 99.88% 99.98% 100% 100%

　の向上 対基準 ＋0.1% ＋0.2% ＋0.3% ＋0.4%

㎥ 5,064 5,013 4,963 4,912 4,861

対基準 △１% △２% △３% △４%
件 実績不明 実態調査 目標設定 取組継続 取組継続

対基準 取組開始

注２）電力の二酸化炭素排出量への排出係数は、関西電力（株）2018年度実績値の当社は化学物質は使用していない

    調整後排出係数 0.334kg-CO2/kWh を使用。

　産業廃棄物
　　　適正管理

建設リサイクル率

Ⅲ．水使用量

　　削減

Ⅴ.環境に配慮した
　施工の推進

注１）電力の二酸化炭素排出量への排出係数は、関西電力（株）2018年度実績値の

　ガソリン
　　使用量削減

　都市ガス
　　使用量削減

Ⅱ．廃棄物排出量
　一般廃棄物
　　　削減

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

　電力使用量削減

　一般廃棄物
　産業廃棄物
水道水使用量
化学物質

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2019年度
基準年度

　電力使用量
　ガソリン使用量
　都市ガス使用量
廃棄物排出量

項　目

二酸化炭素排出量
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（２）試行運用期間の実績

基準値 目標 実績 達成度 評価

kg-CO2 103,401 102,367 39,078 262% 〇

対基準 △１% -62%
kWh 285,014 282,164 95,069 297% ○

kg-CO2 95,195 94,243 31,753
対基準 △１% -67%

L 1,484 1,469 1,696 87% ×
kg-CO2 3,443 3,408 3,935
対基準 △１% 14%
㎥ 2,206 2,183 1,570 139% ○

kg-CO2 4,764 4,716 3,391

対基準 △１% -29%

kg 5,780 5,722 3,742 153% ○

対基準 △１% -35%
適正管理 適正管理 適正管理 〇

％ 99.78% 99.88% 99.05% 99% △

　の向上 対基準 ＋0.1% -0.7%

㎥ 4,406.0 4,362 2,142 204% ○

対基準 △１% -51%

件 実績不明 実態調査 2 － 〇

対基準

注1) 達成度欄にて、削減を目指す場合は、達成度＝目標÷実績×100％、増加を目指す
場合は、達成度＝実績÷目標×100％注2) 評価欄にて、○：達成（100％以上）、△：やや未達成（95％～100％未満）、
×：未達成（95％未満）

注3) 環境に配慮した施工とは、騒音、振動、粉じん、道路の汚れ、水の汚れなどを防
止し、廃棄物適正処理・３Ｒに努め、付近住民の生活に配慮した工事を言う。

　一般廃棄物
　　　削減

　産業廃棄物
　　　適正管理

建設リサイクル率

Ⅲ．水使用量

　　削減

Ⅴ.環境に配慮した
　施工の推進

　電力使用量削減

　ガソリン
　　使用量削減

　都市ガス
　　使用量削減

Ⅱ．廃棄物削減

　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2019年
4月～12月

試行運用期間における実績
（2021年4月～12月）

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減
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Ⅵ．環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の環境経営計画

◎よくできた　○まずまずできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況

（目標達成）

（目標達成）

△
〇 頻繁に使用する部屋に設置できた。

○ 階段での消し忘れなど、不要照明の消灯を徹底する。
○

（目標未達成）
△ もっと意識をしエコドライブを実行する。
○ 普段より安全運転に注意しているのでまずまずできた。

×

○

○

○

今後も左記活動を継続する。

△ 準備に時間がかかり4月からの運用となる。

〇 今後も正確な排出量を把握しながら、削減に努める。
今後も左記活動を継続する。

△ 正確な排出量を把握する工夫をする。
○ 分別ができ、状態が把握できるようになった。
○ 設置済みである。

今後も実態調査を継続しながら、削減に努める。

○

○

（目標達成）

○

○ 簡単なポスター等を掲示した結果、意識が向上した。

○

△

○

・工事分野別の技術・ノウハウ
　の収集

各種工事分野の環境配慮工法について調査を開始。
引き続き継続する。・環境配慮施工の推進 可能な限り環境に配慮した施工を実施した。

今後も左記活動を継続する。

・節水シールの貼付とポスター掲示

・清掃時・手洗い時の節水 より多くの工夫ができるようにする。
次年度も、左記取組を継続する。今後も左記活動を継続する。

環境に配慮した施工の推進 （実態調査を行った）

・仮設資材の再利用の推進 仮設資材を修理することで再利用に努めた。
次年度も、左記取組を継続する。今後も左記活動を継続する。

水使用量の削減

・節水の周知徹底 節水の呼びかけにより達成できたが、より徹底をはかる。

・保管場所の掲示板を設置

建設リサイクル率の向上 （目標やや未達成）

・分別によるリサイクル推進 コンクリート殻の割合が多く、リサイクル率が高かった。

・分別の徹底

産業廃棄物の適正管理 （目標達成）
・実態調査
・素材ボックスの設置

・効率的施工で適温合材保持 大体出来ていた。

一般廃棄物の削減 （目標達成）

・実態調査

都市ガス使用量の削減 （目標達成）

・加熱式プレートコンパクター施工 大体出来ていた。

・中温化合材の使用 大体出来ていた。

遠方の工事現場が多かった為目標未達となった。
今後も左記活動を継続する。

今後も左記活動を継続する。
ガソリン使用量の削減
・アイドリングストップ
・急加速・急停車の防止

・効率的な移動 もっと無駄を省く計画性が必要と思われる。

電力使用量の削減
・空調温度の適正化
（冷房28℃暖房20℃）

一部でクールビズも導入したが、もっと工夫が必要。
・サーキュレーターの設置
・不要照明の消灯
・設備の空運転禁止 昼休みなど長時間不使用時には対応できた。

取り組み計画 評価結果と次年度の環境経営計画

二酸化炭素排出量の削減

（下記の通り） （下記の通り）
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Ⅶ．環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。
遵守評価

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

なお、環境法規制等への違反、訴訟、環境上の苦情等も過去３年間ありませんでした。

Ⅷ．代表者による全体の評価と見直し・指示

2022年　1月　15日

代表取締役　　山田　俊治

家電リサイクル法 特定家電4品目の適正な事業者（家電販売店）への引き渡し

自動車リサイクル法 使用済自動車の適正な事業者（引取登録事業者）への引き渡し

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていることを確認しました。

当社は良い地球環境や自然環境を次世代に残すための取り組みの大切さを社員全員が認識し、エコアク
ション21に取り組んでまいりました。
しかし、コロナ渦の現状もあり、一般社員への意見交換・勉強会などは、まだまだ不十分であります。

節電・節水・エコドライブなどの省エネについては、今後より一層努力をして行く必要があります。
環境方針・環境経営目標・環境経営計画・実施体制は当面の間、今の体制を継続していく。
全体としては、非常に厳しい経済状況の中、投資をなるべく抑えて、目標を設定して実行し、現段階で
の目標達成見込みなのは、非常に評価出来ると考えます。

消防法 （防火対象物）防火管理者の届出、消防計画の作成、避難訓練の
実施、消火設備・火災警報設備の点検整備、避難設備の維持
（危険物取扱所）設置許可、技術基準の遵守、危険物保安監督者
の届出、定期点検の実施と記録の保存

フロン排出抑制法 フロン類使用機器の定期点検と記録、漏洩防止、廃棄時の適切な
処理

低騒音・低振動型建設機械の
規程

低騒音・低振動型建設機械の使用の促進

騒音規制法
神戸市公害防止条例

特定建設作業の届出、規制基準の遵守

振動規制法
神戸市公害防止条例

特定建設作業の届出、規制基準の遵守

オフロード法 基準に適合した特定特殊自動車の使用

建設業の再生資源利用省令 再生資源、建設工事副産物の再利用
再生資源利用計画書、実施記録の作成

大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業の実施の届出、作業基準の遵守

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 規制対象車両の登録禁止、規制対象車両の指定地域通行禁止

適用される法規制 遵守する事項

廃棄物処理法 保管基準の遵守、収集運搬・処分業者との適正な契約、マニフェ
ストの交付・保存・確認・交付状況等報告書の提出

建設リサイクル法 建築物等の分別解体義務、事前届出
特定建設資材廃棄物の再資源化義務
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